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☆欧州各国の知的財産制度
　−第18回−　ポルトガル（下） …………… ⑴

１．はじめに
　本稿は、欧州諸国の知的財産制度について、複数
回に分けて紹介するものである。今回は、ポルトガ
ルの知的財産制度のうち、商標制度、著作権制度を
中心に解説する。

２．総論
　ポルトガルの商標制度は、産業財産法に規定され

ている。ポルトガルの産業財産法の制定は、1837年
及び1852年に遡る。その後、1883年のパリ条約に対
応して、1892年、1894年に改正が行われた。現在の
産業財産法は、1940年に制定されたものであり、そ
の後、幾度の改正を経て、現在に至っている。最近
では、2019年７月に改正法が施行され、非伝統的商
標（匂い、動き、香り等）が導入され、商標権の存
続期間が「登録から10年」から「出願から10年」に

欧州各国の知的財産制度欧州各国の知的財産制度
－第18回－　ポルトガル（下）

日本大学法学部（大学院法学研究科）　
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知的財産法務を専門分野とする弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきました
が、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、
論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知
られており、多数の相談実績を有しています。
みやび坂総合法律事務所は、特許、著作権、商標、不正競争防止法及び意匠等の知的財産法務の他、
職務発明制度を含む知財制度設計に関するコンサルティング・サービスを提供しています。また、企
業法務（海外を含む）に加え、難易度の高い家事事件にも積極的に取り組んでいます。

事務所名、住所、電話及びファックス番号が変更になりました！
TEL	 050-5534-8882
FAX	 03-6701-7231
E-mail　jun20dai@gmail.com〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷	5-27-5	リンクスクエア新宿16階

みやび坂総合法律事務所


